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債権譲渡担保の偏頗行為否認に関して有害性・不当性が否定されなかった事例

事実の概要

　Ａ（更生会社）を中核企業とするＡグループは、
令和 2年 7 月 29 日、Ｘ（原告）を含む取引金融
機関に対し、借入債務（合計約 119 億円）につい
て令和 3年 7月末日までの返済猶予を申し入れ、
各取引金融機関から返済期限を令和 3年 7 月 30
日、31 日または 8月 2 日に変更する旨の同意を
得た。Ｘからの借入債務に関しては、Ａは、令和
3年 2月頃、Ｘからの要請を受けて、Ａの取引先
であるＢらに対して、売掛金の入金先をＸに開
設されたＡ名義の普通預金口座（以下「本件口座」
という）に変更するよう連絡し、その旨の変更を
完了させた上で、同年 3月 19 日、返済期限を同
年 7月 30 日として、Ｘから新たに 8億円の貸付
けを受けた上で（以下、これによりＡが負担する債
務を「本件貸付債務」という）、Ｘに対する既存の
借入債務を全て弁済するという形で、返済猶予を
受けた。
　Ａグループは、同年 7月 8 日、Ｘを含む取引
金融機関に対して、上記の借入債務について令和
4年 7月末日までの返済猶予の申入れと返済計画
の提示を行った。しかし、複数の取引金融機関か
ら、現状の返済計画には同意できない旨の返答が
あった。そこで、Ａグループは、令和 3年 7 月
16 日、返済計画の修正案を提示したところ、取
引金融機関であるＣら 5社から、担保提供等を内
容とする要請事項に応じることが同意の条件であ
り、これに応じなければ債権回収（強制執行や担
保権実行）を検討せざるを得ない旨の返答があっ
た。また、Ｘは、同年 8 月、Ａに対し、本件口

座から出金する際は、Ｘに事前に連絡をし、確認
を得る運用をするよう求めた。
　Ａグループは、Ｃらからの上記の要請事項に応
じることができる見込みが立たないまま、同年
10 月 1 日、Ｘを含む取引金融機関に対して、再
度令和 4年 7 月末日までの返済猶予の申入れを
した。しかし、大多数の取引金融機関から同意を
得ることができなかった。
　Ａは、令和 4年 1月 27 日、Ｘに対して、本件
貸付債務（当時の残額は 7 億 9291 万 6777 円）等
を担保するため、令和 3年 10 月 28 日以降に発
生するＢらに対する売掛債権（以下「本件売掛債権」
という）に債権譲渡担保権を設定した（以下、こ
れを「本件債権譲渡」という）。
　Ａは、令和 4年 3月 25 日、更生手続開始の決
定を受けた。Ａの管財人であるＹは、同年 5月
13 日、Ｘを相手方として、会社更生法 86 条の 3
第 1項 1号イ（破 162 条 1 項 1号イおよび民再 127
条の 3 第 1 項 1 号イに相当）に基づいて、本件債
権譲渡について否認の請求の申立てをし、申立て
を受けた裁判所は、同年 10 月 14 日、これを全
部認容する旨の決定をした。
　本件は、ＸがＹに対して提起した、上記決定に
対する異議の訴えである。争点となっていたの
は、①本件債権譲渡の偏頗行為否認の要件（会更
86 条の 3第 1 項 1 号イ）に該当するか否かに加え
て、②仮に該当したとしても、本件債権譲渡は、
既存の担保（Ｘが本件貸付債権と相殺することの可
能であった預金払戻請求権）との付替えであるから、
有害性を欠く旨のＸの主張の当否、また、③仮に
該当したとしても、本件債権譲渡と同時交換的に
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本件口座から引き出された金員がＡの事業資金と
して用いられている以上、本件債権譲渡は不当性
を欠く旨のＸの主張の当否である。

判決の要旨

　否認請求認容決定認可。
　本判決は、①の争点について、Ｘは、遅くとも
令和 3年 8 月 2 日の時点で支払不能となり、本
件債権譲渡の時点でＡが支払不能であったことを
認識していたとして、偏頗行為否認の要件の該当
性を肯定した上で、②・③の争点について、以下
のように判示した。
　１　本件債権譲渡は「有害性」を欠く旨のＸの
　　　主張（②の争点）
　(1)　支払停止後の債務負担による相殺禁止（会
更 49 条 1項 3号）の該当性
　「……遅くとも、Ａによる同年 10 月 1 日の返
済猶予の要請は、その時点ではもはや全取引金融
機関がこれに応じる蓋然性があったとは認められ
ないものであったというべきであるから、……支
払停止に該当するものと認められる。
　また、上記返済猶予の要請は全取引金融機関に
対してされたものであるから、Ｘも、これらを受
けた時点で、これが『支払の停止』に該当するこ
とを知ったものと認められる。そして、Ａは、遅
くとも令和 3年 8 月 2 日の時点で支払不能の状
態にあった……。
　そうすると、遅くとも……令和 3年 10 月 1 日
よりも後に、本件口座に入金され、Ｘが負うに至っ
た預金払戻債務は、会社更生法 49 条 1 項 3 号本
文に規定する債務に該当するため、同債務に係る
預金払戻請求権を受働債権とする相殺は原則とし
て許されない。
　そして、……本件債権譲渡時点の本件口座の残
高 3億 2883 万 0457 円は、少なくともその大部
分において……令和 3年 10 月 1 日……の後に入
金がされて、Ｘが債務を負担したものということ
ができる……。」
　(2)　「前に生じた原因」に基づく債務負担であ
ることによる相殺禁止の例外（会更 49 条 2項 2号）
の該当性
　「……Ｘの要請を受けたＡは、令和 3年 2月頃、
Ｂらに対して売掛金の入金先を本件口座に変更す
るよう依頼したものであるが……、その際、Ｘ、

Ａ及びＢらの間で、Ｘの承諾がなければ入金先を
本件口座から変更しない旨の約定や本件口座への
振込み以外の方法では支払わないことが合意され
たものではなく、売掛金の入金先は、ＡがＢらか
らの了承のみで変更することが可能であったもの
である……。また、本件口座に入金がされる前の
売掛債権自体については、譲渡禁止特約が付され
ていたとしても、何ら法的な担保に供されていた
ものではないし、売掛債権が本件口座に係る預金
払戻請求権に転化することが確実であったもので
もなかったから、Ｘ以外の総債権者からみても、
自己の債権の引当てとなる責任財産に含まれるこ
とを期待するのが合理的である。そうすると、売
掛債権の入金先を本件口座に変更したことをもっ
て、本件預金払戻請求権を受働債権とする相殺へ
の合理的な期待をＸに生じさせる程度の直接的な
債務負担の原因ということはできず、Ｘにおいて、
当該相殺の担保的機能に対する一定の期待を有し
ていたとしても、そのような期待が他の更生債権
者との公平の観点から保護に値する合理性を有す
るものとは認められない。
　以上によれば、本件預金払戻請求権に係るＸの
債務は、ＸがＡにつき支払不能であったこと又は
支払の停止があったことを知った時よりも前に生
じた原因に基づくものとは認められない。」
　(3)　結論
　「したがって、Ｘは、本件債権譲渡の時点にお
いて、そもそも本件貸付債権と本件預金払戻請求
権の大部分とを相殺することができる地位にはな
かったものであるから、……本件債権譲渡が有害
性を欠くとは認められない。」
　２　本件債権譲渡は「不当性」を欠く旨のＸの
　　　主張（③の争点）
　「……本件債権譲渡後に本件口座から引き出さ
れた金員は、いずれも本件債権譲渡時に本件口座
内に残存し、又はその後に本件口座に入金された
ものであるから、支払不能及び支払停止後にＸが
負った預金払戻債務に係るものであり、相殺が禁
止されていたものである……。また、本件貸付債
務につき期限の利益を喪失したとしても、ＸがＡ
に対して当然に本件口座の預金の払戻しを拒むこ
とができる理由となるものではなく、本件口座の
預金は本来Ａが自由に処分できるものでなかった
とは認められない。そうすると、Ｘが、本件債権
譲渡（譲渡担保権の設定）と引換えに本件口座か
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らの引出しを認めたことをもって、Ａが本来事業
資金として用いることができなかった金員を利用
可能としたものということはできず、同時交換的
取引と評価することはできない。」

判例の解説

　一　本件債権譲渡の有害性（②の争点）
　１　一般要件としての有害性
　否認権は破産債権者の利益を実現するための制
度である以上、対象行為が破産債権者にとって有
害性のあるものであることは、否認権の成立のた
めの当然の前提となる。そこで、旧法下以来、否
認権の成立のための一般要件として、対象行為に
有害性があることを要すると解されてきている。
旧法下においては、（ア）相当対価による不動産
の処分行為の有害性、（イ）実質的危機時期後の
本旨弁済の有害性、（ウ）担保目的物による代物
弁済の有害性、（エ）借入金による弁済の有害性
などについて、有害性の有無が議論されていた１）。
これに対して、現行法においては、（ア）に関し
ては、相当対価による財産の処分行為は、原則と
して有害性を有しないことが明文化され（破 161
条 1 項柱書）、また、（イ）に関しては、支払不能
後の債務消滅行為も偏頗行為否認の対象となるこ
とが明文化されていることから（破 160 条 1 項 1
号柱書本文）、（ウ）・（エ）に関してはなお解釈問
題として残されているものの２）、有害性の有無が
解釈問題となる場面は減少しているといえる。
　２　本件のＸの主張の意味
　Ｘが本件債権譲渡（債権譲渡担保）に有害性が
ないと主張しているのは、ⓐＡがＢらに対して、
ＡのＢらに対する売掛金の振込先を本件口座に指
定していたところ、ⓑＸは、本件貸付債権を自働
債権、本件売掛債権の弁済として本件口座に振り
込まれた部分にかかる預金払戻請求権を受働債権
として、相殺することが可能であったことから、
ⓒ本件債権譲渡は、実質的に見ると、相殺によっ
て優先回収が可能であった受働債権に債権譲渡担
保を設定したのと同視できるため、担保の付替え
に過ぎないと評価することができる、という理由
によるものと見られる。
　現行法下においては、偏頗行為の有害性は、責
任財産の減少にその実質が求められる財産減少行
為の有害性と異なり、破産債権者間の平等が害さ

れることにその実質が求められると考えられると
ころ３）、無担保債権についての新たな担保の供与
は債権者平等を害するのに対して、担保の付替え
またはそれと実質的に同視し得るものであれば債
権者平等を害するものではない。そのため、ⓐ・
ⓑを前提としたⓒの評価を是認することができる
のであれば、本件債権譲渡は有害性を欠くという
評価もあり得る。
　３　相殺禁止規定の該当性
　預金払戻請求権を受働債権とする相殺が可能で
あることを前提とする有害性がない旨のＸの主張
に対して、本判決は、会社更生法 49 条 1 項 3 号
（破 71 条 1 項 3 号および民再 93 条 1 項 3 号に相当）
に該当することから、原則として相殺禁止となり、
また、同法 49 条 2 項 2 号（破 71 条 2 項 2 号およ
び民再93条2項2号に相当）に該当しないことから、
相殺禁止の例外とならないことを理由として、有
害性を否定することはできないと結論づけた。
　(1)　「支払停止」（会更 49 条 1項 3号）の該当性
　支払停止は、支払不能である旨を外部に表示す
る債務者の行為であり、債務者が返済猶予の要請
をすることも支払停止に該当し得るものの、合理
的な資力回復の見込みを伴う返済猶予の要請であ
れば支払停止に該当しないと解する見解が有力で
ある４）。本判決は、令和 3年 10 月 1 日付の返済
猶予の要請について、大多数の取引金融機関がこ
れに応じる見込みのないものであったことを指摘
して、同要請が支払停止に該当する旨を判示して
おり、上記のような見解に立って、支払停止の該
当性を肯定したものであると見られる。
　(2)　「前に生じた原因」（会更 49 条 2項 2号）の
該当性
　この点に関する本件の問題を一般化すると、金
融機関（甲）の融資先（乙）の債務者（丙）に対して、
丙の乙に対する弁済金の振込先を甲に開設された
乙名義の口座に指定していた場合において、この
ような指定（以下「振込指定」という）が「原因」
に該当するか、という問題である。この問題につ
いては、振込指定が乙・丙間の合意にとどまるも
のである場合と、振込指定が甲・乙・丙の三者
間合意によるものである場合（甲の同意がない限
り丙は指定された口座に振り込む方法以外で弁済し
ないことを合意していた場合）とに分けて、前者の
振込指定（弱い振込指定）は、甲に合理的な相殺
期待を生じさせるものとはいえないため、「原因」
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に該当しないのに対して、後者の振込指定（強い
振込指定）は、甲の合理的な相殺期待を直接的に
基礎づけるものであるため、「原因」に該当する、
と説かれてきている５）。本判決は、前者の振込指
定に属することを主な理由として、「原因」の該
当性を否定したものと見られる。

　二　本件債権譲渡の不当性（③の争点）
　１　一般要件としての不当性
　一般要件としての不当性（または相当性）は、
仮に対象行為が有害性のあるものである場合で
あっても、当該行為の目的や動機に照らして破産
債権者の利益の侵害を是認することができるとき
は、不当性のないもの（相当性のあるもの）とし
て否認権の成立を否定することができる、という
ものである。旧法下においては、不当性の否定さ
れる具体例として、（ア）相当対価による不動産
の処分行為（一１の（ア）参照）の目的や動機が
正当なものである場合、（イ）危機時期後に債務
者が新たに金銭を借り入れる際に担保権を設定し
た場合において、借入金の使途が事業の継続や生
活の維持に欠かせないものであるとき、（ウ）危
機時期後に偏頗弁済が行われた場合において、そ
れが従業員の給与の支払いや生活の維持のためな
どやむを得ないものであったとき、などが挙げら
れていた６）。もっとも、現行法においては、（ア）
に関しては、相当対価による財産の処分行為は、
原則として有害性を有しないが、隠匿等の処分意
思を有していた場合は、例外的に否認の対象とな
るものとされており（破 161 条 1項）、また、（イ）
に関しては、新規の借入れと担保の供与が同時交
換的に行われた場合は、偏頗行為否認の対象とは
ならず（破 162 条 1 項柱書括弧書）、また、借入金
について隠匿等の処分意思を有していない限り、
相当対価財産処分行為否認の対象ともならない
（破 161 条 1 項）ものとされているため、一般要
件としての不当性に依拠すべき場面は減少してい
るといえる。そこで、もはや不当性を否認権成立
の一般要件と解すべきではないとする見解７）も
主張されている一方で、破産法秩序よりも高次の
法秩序や社会経済秩序に基づいて、破産債権者の
利益の侵害を是認するための例外的要件として位
置づける見解８）も主張されている。
　２　本件のＸの主張の意味
　Ｘが本件債権譲渡（債権譲渡担保）に不当性が

ないと主張しているのは、Ｘからの承諾を得て本
件口座から預金を引き出したのは、債権譲渡担保
に供するのと引換えにＸから救済融資を受けたの
と実質的に同じことである、という評価を前提に、
（イ）の場合と同視することができる、という理
由によるものと見られる。しかし、本判決は、そ
もそもＸからの承諾なくして本件口座から預金を
引き出すことができたことを理由として、Ｘの主
張（の前提）を退けている。
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